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令和 7年 3月 古 日

班長様ならびに簡「会員各位

幸町一丁 目町会

町会長  納 口真一

令和 6年度臨時総会資料について

早春 の候  田l会 の皆様 におかれ ま しては、益 々 ゴ健勝 の こ ととお慶 び 申 し上げ

ます。

平素は、町会活動にご理解 とご協力を賜 り、誠にあ りが とうございます。

さて、今般 町会 の法人化 について、署名活動 が 目標 をほぼ ク リア した ことか ら

市への認可申請について臨時総会を開催し審議いただきました。

つ きま しては、臨時総会資料 について ご案内 させ て頂 きます ので、内容 を ご確認

いただき、ご質問等 ございま した ら 3月 20日 までに下記あてにご連絡いただき

ます よ うお願 い致 します。なお 同資料 は町会 ホームベー ジに もア ップいた します。

敬 具

町会ホームページについて  ◆ホームページ名 :「幸町一丁目町会へようこそ」

◆ア ドレス (URL) ht tp : )gu,uasuchi -k l . com,,i

(メ ニュー⇒町会の活動について⇒会議記録⇒総会資料について⇒令和 6年度臨時総会資料 )

ダーグルは 「幸町一丁 目町会」で検索 OK スマホでは右下の QRコ ー ドから

以 上

お 問い 合才フせ
｀
先 :率内口 ■L09086407592

輻



令和6年度 幸一町会 臨時総会について

次第 :

。開会の辞

0あいさつ

。議長選出

・議案 :

町会法人化 市への認可申請について

・閉会の辞

日時 :令和7年 3月 1日 (土)18:30～

場所 :幸町1丁 目町会会館



議案

/

幸―一町会の法人化の認可申請について
庁
静

一昨年 5月 13日 の定期総会にて法人化を進めることについて審議・承認頂き準備 (署名活

動等)を進めてまいりました。
昨年 3月 末時点で 596世帯 1400名 からの署名を頂きました。

しかしながら、1650名 の目標に対 しまだ目標には届いていないことから、令和 6年度定期

総会で法人化の申請決議を延伸、署条活動を続けてまいりました。

今年 1月 から2月 にかけ、班長様をはじめ皆様のご協力によりほぼ目標を達成 したことか

ら急速臨時総会を開催、川国市への認可申請について手続きに入 ります。

つきましては、法人化の認可申請についてご承認賜 りますよう宜 しくお願い申し上げます。

□法人化推進活動の推移と今後について(5項以降)について

1.令和 5年度の定期総会 (5/13実施)で法人化を進めることについて承認された。  
・‐

2.令和 5年 6月 より署名活動開始。 1～ 3区の戸建てやマンションにお住いの各世帯に

展開させて頂き、3月 末現在 1400名 から署名を頂いた。

★幸町 1丁 目人口数 3,475人  中青 1丁 目町会員含む (23年 1月 現在 )
署名 目標 1,650人 (中青木 1丁 目町会員除く人口3,300人の半数に設定)

3.目 標の署名数 (1,650名 )に対し250名未達のことから、令和 6年度も署名活動を

継続することが 4項 とともに令和 6年度の定期総会で承認 された。

4.日 標の署名数をクリアした段階で臨時総会を開催、法人化申請について審議 し

承認後川目市に申請 します。

(目 標の署名数は 24年度 1月 現在の人口で決定するため変動する可能性あり)

5.2月 後半の署名活動により目標に大きく近づきました。臨時総会を開催するにあたり

時期をいくつか検討 しましたが、今般 3月 の班長会議の中で審議いただくことに

決めさせていただきました。本 日の臨時総会で、申請内容をご説明し、承認頂けれ

ば、まずは署名者名簿を 3月 第 2週に提出、市の精査にはいります。規約等の認可

申請書につきましては、別途提出します。本 日の総会資料は、各班内で回覧いただ

き何か疑問点等あれば 3月 20日 までにお問い合わせいただきたく考えます。

どうぞよろしくお願いいたします。

6.川 国市では、自治振興課により認可要件の審査を経て、市長による認可・告知となり

認可手続きは完了します。ただ認可には2ケ月以上かかることが予想されております。

7.承認後、間に合えば令和 7年度の総会で報告 。承認後、町会の印鑑登録、町会所有不

動産や銀行日座の名義変更 などの手続きを経て完了となります。     以上



(様式 1,

(あて先)川 国市長

令和 7年 3月   日

認可を受けようとする地縁による団体の名称

及び主たる事務所の所在地

名 称  幸町一丁 目町会

所在地 川国市幸町 1-4-7

代表者の氏名及び住所

氏 名  納口真一

住 所  川国市幸町 1-5-21
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ｐ 可  申 請  書

地方自治法第 260条 の 2第 1項の規定により、不動産又は不動産に関する権利等を

保有するため認可を受けたいので、別添書類を添えて申請 します。

(別添書類)                 ｀

1規 約

2 認可を申請することについて総会で議決 したことを証する書類

3 構成員の名簿

4 保有資産目録又は保有予定資産 目録

5 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていること

を記載 した書類

6 申請者が代表者であることを証する書類



幸町一丁目町会規約 案

令和 7年 月 日 制定

第 1条

第 2条

第一章 総 員」
本会は幸町一丁目町会と称す。

本会は幸町一丁目区域内に居住する世帯及び同区域内に事業所又は事務所を有する代表

者をもって組織する。

本会の事務所を幸町一丁目四番地七号町会会館内におく。

本会は会員相互の親睦と知識の向上を計り併せて市行政の万般に協力すると共に民意を

上達し健全なる郷土の発達と市民生活の刷新を図るを以て目的とする。

本会は前条の目的を達成するための次の事業を行う。

1.近隣の規睦と相互扶助に関すること。
2.街路照明事業に関すること。
3.各種学校の行事に関すること。
4.保健衛生に関すること。
5,市行政各般の協力実践に関すること。
6.防火、防災、防犯、交通安全指導に関する事項
7.敬老篤行表彰に関する事項
8.弔慰祭典に関すること 。
9。 青少年の育成と助成に関すること。

10.座談会、講演会に関すること。

11.資源回収に関すること。

12.体育向上に関する事項

13.会員の福祉増進に関すること。

第 3条

第 4条

第 5条

14.町会会館の管理運営に関すること。

15.その他、目的達成に必要なこと。

第 章 会 員

第 6条 本会の会員は次のとおりとする。

1.第 2条に定める区域に居住するすべての個人は、本会の会員になることができる。

」と」_五重 L:を:塁
=」
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:菱意:直:壺:塑上金 :堕:■_二重コlユ

会員になることが出来ろ.

第 7条

第 8条 本会に入会

会 員は、総会 | お い て 別に市める会費を納入 しなければならない。

し よ す る者・Iま、 に書面で届け出るものとする6つ と

1.ュヱ)会は、:正当な埋山がない眠L、 _その区域:こ住所生有する個ブ、の加入産」'巨ん玉は

い 。な ら



第 9条 会員が次のいずれかに該当する場合は退会したものとする。

1.本会の区域に居住しなくなったとき。

2.死亡したとき。
3.会費を 1年以上滞納 し、かつ勧告に応 じないとき。

第 10条 量会し二会員が立で1壺内入t=■、_会童その他′2拠出金品は、返還しない二

条 本会に次の役員を置く。
1.会 長   1名
2.副会長   若千名
3.各部部門長 各部門 1名
4.各部副部門長 若千名
5.2_量 ___墾 堂
6.会 計  2名
7.監 事  3名

第 12条 会長は役員会の推薦により顧問・相談役の同意を得て総会で決定する。
副会長及び各部門長、各副部門長は会長がこれを委嘱する。

班長は、班員の合議又は互選により決定する。

会計及び監事は役員会に於いて選任する。

第 13条 会長は会務を総理し本会を代表する。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。

部門長・副部門長は会長の指示により担当任務に専任する。

部門長は役員会を構成し重要会務に協力すると共に担当の事務を処理する。

:堕:量重型:嵯:塾:董[≧:塾金_と_⊇達婆:塾:基:生た_4≧ _

会計は本会の会計事務を担任する。

監事は会計及び会務を監査する。

第 14条 役員の任期は 2年 とし、再任を妨げない。但し班長は1年間の任期とすることが
できる車まヤイク昌 } 欠 昌が牛 じた ル☆は、学; 12条により補充することができるっ

この場合において、中途就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第 15条 本会に顧問及び相談役を置くことが出来る.
顧問及び相談役は役員会の総意によりこれを推選する。

顧問及び相談役は本会の最高地位にあって、本会の諮問に応じ重要会議に参加する。

第四章 会 議
第 16条 本会の会議は、総会、役員会、その他必要な会議とし、会長がこれを招集する。

口員役立早
一
■
■

一
第

第

定期総会は毎年一回 蛎翌上LiL開催し、臨時総会は役員会又は会長に於いて必要と



認められたる時、または会員の 5分の 1以上から若 しくは監事から会議の目的たる事項

請 求を カ った示 して あヾ 日から 30日 以内に開催する∩

第 17条 .総会は次の蔓菫を行う。

事業報告に関すること

収支決算に関すること

予算に関すること

資産に関すること

その他必要な事項

第 18墨__役員会は、次の事項を議決立る

1.会の運営に関すること

2.事業の執行に関すること

3.その地必要な事項

第 19墨_会議の議長は次_の と菫上と_する_Q

1

2

3

4

5

1,総会の議長は、その総会において、出席 した会員の中から選出するっ
2.

ノヽ

役 員会 の 需岳 lま 会長があたる。

第 20条 議は、総会において 総会 晨数の 2分の 1以上 (委任状含む )、 役員会においては′ま

役員現在数の2全の 1以上の出庄があれば開会できる。

第 21条 総ての会議は、融和・親睦を旨とし、出席者の過半数をもって決し、可査旦数の時は
重量Ω盪主金上二_全二上う。

第 22条 会員は総会において、各々 1個の表決権を有するc
2.次 の事項については、前項の押定にカヽかわらず、会員の表決権は、会員の所属す

る世帯の会員 の 1と する。

(1)匡例的に行われる各種共同活動に関する事項

(2)そ の他軽微な事項

第 23条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会 議 の 日陣キ及〔が割謗戸斤 (2)黎ン邑_」千ギ許の数  及び出席者数 (委任状を合わ )

(32議人事二 .(4)議≡経過の概墓及びての結果_壺)議蔓堡畳塞込£聾昌旦二憂墜左登豊菫
2.議事録には、議長及びその総会におい玉選任された議事録署名△2△≧上至
署名 しなけれ′ばならない。

第五章_組 _織
第 24条 本会はその目的を達成するためム」凶 l壁]ヱ:量【ュ

=:彗
き重盟≦⊇:業:髪:上l壁

`菫
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ヨ上生上_6■L

のとする。

1.総務

2.防犯 。防災
3.子供支援



4.埜宣関連
5.環境
6.交通
7.行事支援

8.会 計
9・ _シ三 Z・ 福祉

第 25条  本会各部門の業務は役員及び益部門量がこれを分担する。

第 26条

第 27条

第六章  区及び班制
本会は近隣親和を目的とし区域内を分割して、区及び班制を設ける。区制は第一区、

第二区、第二区とし、詳細は、一覧表 (会館内掲示)に依る。

本会は各区の区域を分割して区内に班を組織し、会員の合議により班長を置く

ことが出来る。

第 28条

第 29条

第七章  資産及び会計
本会の会計年度は毎年 4月 1日 に始まり翌年 3月 31日 に終る。

杢金の資産壁L_△ t二塁 |」 oも のと_も_2【整成立0は

1.別に定める財産目録の資産

2.全費
3.通動」壺土i重入
4.資産から生ずる収入
5。 その他の収入

第 30条 本会の資産は、会長が管理 し、その方法は、役 員会の議決 に れを宇 るハよ り め

第 31条 本会の資産で第 29条に掲げるもののうち別に総会において定める ものを処分 し、

第 32条

第 33条

』聾塞墾二盤三主ピ塑益土二二」塗全L笙壁全≦1議迷と雪
=主
ヱュ_

本全の経費は資産をも⊇て支弁する。

空箋⊇蔓墓主理型≦巨隻 1主=童金食整壁基L工|_宣鐘鉦二と4と変監鐘ユ

'金
上■歴壺上

立る蜂

2前項の規定にかかわらず、予算が総会 お てヽ決議 されない場合には、会長は、し

総会において予算が決議される日までの は、前年度の予算を基準として支出する

ことができる。

第 34条 杢塗ご週奎墨聖証及宣送獲塾≧__蔓崖」選萎肇_=墜壺」豊 豊、_則墾韮壁整塾≧L二生遊≧全_

会計監査の監査を受け、総会の承認を千けなければならない^



第人章 会則の変更および解散

第 35条 この規約は総会 にお 総会 昌グ)4 今 の 以上の同煮を得なければ変更す ることがい て

ェきない。

第 36条 本会が総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の 4分の 3以上の同意を得なけ

ればならない。

第 37条  本会が解敬するとこ二有する_残余財産の処分は総会の議決を得て定める̀
=、

第 38条

第 39条

第九章  雑 則
杢全の受髪歴直韮k」墾■_塗量 笙笙二_屋旦理型涯堂奎整翌塾二る書類、総会の議事録を
備えておかなければならない。

この規約の施行に関し、必要な事項は役員会が別に定め総会で承認を得る。

第十章  附 貝」
第 40条  1 この規約は、今和 7年 5 月 10 日 の 総 会 より町会法人設立時 (令和 7年 月 日

認可)に施行するc

2.旧規約 (昭和 29年 4月 1 目施行)は廃止する。

3.こ の押約 の 旅 行 闇 必募な経渦桔置は役員会に決議を経て別に定める^し


